
参考資料３ 

非器質性精神障害の後遺障害の障害認定の時期について 

（平成 15 年６月「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」） 

 

 業務による心理的負荷を原因とする非器質性精神障害は、業務による心理的

負荷を取り除き、適切な治療を行えば、多くの場合概ね半年～１年、長くても

２～３年の治療により完治するのが一般的であって、業務に支障の出るような

後遺障害を残すケースは少ない。 

 

 しかし、症例によっては個体側要因も関係して２～３年の治療によっては完

治に至らず症状が改善しないまま推移することもまれにはある。 

 

 こうした非器質性精神障害の後遺障害の障害認定の時期、すなわち治ゆ（医

学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果がそれ以上期待し得

ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる

最終の状態）とする時期をいつの時点におくべきかであるが、原則として各種

の日常生活動作がかなりの程度でき、一定の就労が可能となる程度以上に症状

がよくなった時期、換言すれば、もとの仕事に復帰できる場合はもとより、職

種制限が相当な程度あるためにもとの仕事には復帰できないが他の仕事には就

き得る程度に症状が良くなった時期とすべきである。 

 

 ただし、上記の一般的・平均的な療養期間を大幅に超えて療養してもなお、

それ以上症状に改善の見込みがないと判断される場合であって、意欲の低下等

により就労がかなわないものの日常生活はかなりの程度できる状態にまで回復

している場合には、就労がかなわなくてもその時期を治ゆ（症状固定）と判断

し、後遺症状について障害認定すべきである。 

 

 なお、後述する各種の日常生活動作に係る複数の判断項目にわたって「でき

ない」と評価される等非器質性精神障害による症状が重篤で、日常生活にも大

きな支障が生じ、療養が必要と認められる場合には、非器質性精神障害の特質

上、なお将来において大幅に症状が改善する可能性が十分にあること等から、

慎重に治ゆか否かを見極めるとともに、必要に応じて療養を継続すべきである。 

 

 

 

 




